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○
農
林
水
産
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
議
事
規
則
（
平
成
十
三
年
二
月
十
五
日
決
定
）

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日
一
部
改
正

（
総
則
）

第
一
条

農
林
水
産
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法

人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
農
林
水
産
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（

平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
会
議
の
招
集
）

第
二
条

会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。

（
議
事
）

第
三
条

委
員
長
は
、
委
員
会
の
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
運
営
す
る
。

（
専
門
委
員
）

第
四
条

専
門
委
員
は
、
委
員
長
の
求
め
に
応
じ
て
委
員
会
に
出
席
し
、
専
門
の
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
行
い
又
は
意
見
を
述

べ
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
陳
述
）

第
五
条

委
員
長
は
、
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
会
議
へ
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
説
明
又
は
意
見
の
陳
述
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
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（
議
決
権
の
特
例
）

第
六
条

委
員
及
び
臨
時
委
員
の
う
ち
、
独
立
行
政
法
人
の
役
職
員
、
運
営
を
審
議
す
る
外
部
委
員
又
は
会
計
監
査
人
（
会
計

監
査
人
が
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
役
職
員
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者
は
、
当
該
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
審
議
（
そ
の

者
が
会
計
監
査
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
独
立
行
政
法
人
の
財
務
諸
表
に
関
す
る
審
議
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
議
決

権
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２

委
員
会
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
う
ち
、
審
議
の
対
象
と
な
る
独
立
行
政
法
人
に
利
害
関

係
を
有
す
る
者
は
、
当
該
独
立
行
政
法
人
に
係
る
審
議
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
会
議
）

第
七
条

会
議
は
、
非
公
開
と
す
る
。

（
議
事
録
）

第
八
条

委
員
会
の
会
議
に
お
い
て
は
、
議
事
録
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
会
に
諮
っ
て
、
議
事
録
に
代

え
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。

（
分
科
会
）

第
九
条

委
員
長
は
、
令
第
五
条
に
規
定
す
る
分
科
会
の
所
掌
事
務
に
属
す
る
事
項
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
事
案
を
各
分
科
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
分
科
会
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
委
員
長
」
と
あ

る
の
は
「
分
科
会
長
」
と
、
「
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
分
科
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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３

分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
に
係
る
審
議
事
案
の
議
事
が
終
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
審
議
の
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て
、

委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

分
科
会
の
議
決
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
会
の
同
意
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
委

員
会
の
議
決
と
す
る
。

（
委
任
規
定
）

第
十
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
運
営
に
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
定
め
る
。


